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介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事業） 

における訪問型サービス（訪問介護相当サービス、訪問型サービスＡ） 

契約書別紙（兼重要事項説明書） 

 

あなた（以下「利用者」という。）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が利用者に説明

すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

 

２．事業所の概要 

ご利用事業所の名称 江南市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 

サービスの種類 
訪問介護相当サービス 

訪問型サービスＡ 

事業所の所在地 🏣４８３－８１７７ 愛知県江南市北野町川石２５番地１１ 

電話番号 ０５８７－５９－８５４５ 

指定年月日・事業所番号 
平成２９年４月１日第 2373600069 号（訪問型サービスＡ） 

平成３０年４月１日第 2373600069 号（訪問介護相当サービス） 

管理者の氏名 後藤 全子 

事業の実施地域 江南市全域 

 

３．事業の目的と運営の方針  

事業の目的 

要支援状態等にある利用者の有する能力に応じ、その能力を最大限活かしつつ、状態

の維持もしくは改善を図り又は要介護状態となることを予防し、可能な限りその居宅に

おいて自立した日常生活を営むことができるよう生活の質の確保及び向上を図ることを

目的にサービスを提供します。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他の関係法令

及びこの契約の定めに基づき、関係する江南市や事業者、地域の保健・医療・福祉サー

ビス等と連携を図りながら、利用者の要支援状態等の軽減や悪化の防止、もしくは要介

護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 

 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人江南市社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 🏣４８３－８１７７ 愛知県江南市北野町川石２５番地１１ 

代表者（職名・氏名） 会長 石川 勇男 

設立年月日 昭和５５年１月２２日 

電話番号 ０５８７－５５－５２６２ 
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４．提供するサービスの内容 

（１）訪問介護相当サービスは、訪問介護員が利用者のお宅を訪問し、日常生活上の支援を行うサービ

スです。身体介護及び生活援助の支援を提供し、自立支援の観点から利用者がその有する能力を最大限

活用できるように、サービスの提供に努めます。 

※生活援助のうち、訪問介護員が代行するのではなく、訪問介護員等が利用者と一緒に手助けしなが

ら、行う掃除（安全確認の声かけ疲労の確認を含む）、その他利用者の自立支援に資するものについ

ては、身体介護に該当します。 

※利用者以外の家族分の掃除、洗濯等は行いません。 

※預金、貯金の引き出しや預け入れは行いません。 

（２）訪問型サービス A は、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、日常生活上の支援を行うサービス

です。例えば、利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、利用者がその有する能

力を最大限活用できるように、サービスの提供に努めます。 

※利用者以外の家族分の掃除、洗濯等は行いません。 

・身体介護 

（自立支援のため

の見守り的援助、

日常生活動作の向

上の観点から安全

を確保しつつ常時

介助できる状態で

行う見守り等） 

・利用者と一緒に手助けをしながら行う調理（安全確認の声かけ、疲労の 

確認を含む）／入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防 

及び気分の確認などの声かけを含む）／ベッドの出入り時など自立を促す 

ための声かけ（声かけや見守り中心で必要な時だけ介助）／移動時、転倒 

しないように側について歩く(介護は必要なときだけで事故がないように 

常に見守る)／車イスで移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選 

べるよう援助／洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自 

立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う／認知 

症の高齢者の方といっしょに冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生 

活歴の喚起を促す 

・生活援助 

（自立支援の 

ための見守り 

的援助） 

・健康チェック（利用者の安否確認）／環境整備（換気、室温、日あたりの調

整）／掃除（居室内やトイレ、卓上等の清掃、ゴミ出し）／洗濯（洗濯物の乾

燥、洗濯物の取り入れと収納）／ベッドメイク(シーツ交換等)／ 

衣類の整理・被服の補修／一般的な調理、配膳等／買い物、薬の受取り 

（日常品等の買い物、内容の確認、品物、釣銭の確認含む） 

・生活援助（自立支援 

のための見守り的援） 

・健康チェック（利用者の安否確認）／環境整備（換気、室温、日あたりの

調整）／掃除（居室内やトイレ、卓上等の清掃、ゴミ出し）／洗濯（洗濯物

の乾燥、洗濯物の取り入れと収納）／ベッドメイク(シーツ交換等)／衣類の

整理・被服の補修／一般的な調理、配膳等／買い物、薬の受取り（日常品等

の買い物、内容の確認、品物、釣銭の確認含む） 
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※預金、貯金の引き出しや預け入れは行いません。 

 

５．営業日及び営業時間 

（１）訪問介護相当サービス 

営業日 月  ～  金 

営業時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

サービス提供時間 
月 ～ 金  午前７時００分～午後７時００分 

土・日・祝日 午前７時００分～午後７時００分 

（２）訪問型サービス A 

営業日 月  ～  金 

営業時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

サービス提供時間 
月 ～ 金  午前８時３０分～午後５時１５分 

祝   日 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

従事者 常勤  4 人  非常勤  20 人 

サービス提供責任者（訪問事業責任者） 常勤  4 人  非常勤  0 人 

うち介護福祉士 常勤  4 人  非常勤  8 人 

うち訪問介護養成研修 2 級 

  （ヘルパー２級）課程修了者 

うち介護職員初任者研修等修了者 

常勤  0 人  非常勤  12 人 

 

７．サービス提供の責任者 

 サービス提供の責任者は下記のとおりです。 

 サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、お申し出ください。 

サービス提供責任者（訪問事業責任者）の氏名 後藤 全子 

サービス提供責任者（訪問事業責任者）の氏名 原田 育子 

サービス提供責任者（訪問事業責任者）の氏名  渡辺 千代子 

サービス提供責任者（訪問事業責任者）の氏名 内田 喜代 

※居宅介護支援事業者等との連携について（現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気

付きを居宅介護支援事業者等のサービス関係者に情報共有を行います） 

※その他サービスの提供に関する管理等について（居宅介護支援事業所のケアマネジャーに対して自身
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の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行いません） 

 

 

８．利用料金 

（１）利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料金」は以下の利用料金表のとおりであり、介護

報酬告示上の額に介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。 

（２）利用料金は１ヶ月ごとの定額制です。介護予防サービス・支援計画書において位置づけられた支

給区分によって以下のとおりとなります。 

（３）以下の利用料金は、介護保険における介護報酬単位に基づく金額であり、これが改定された場合

は、これら基本料金も自動的に改定されます。なお、その場合は事前に書面でお知らせします。 

（４）江南市は地域区分が「６級地」であるため、１単位１０．４２円となります。 

（５－１）訪問介護相当サービスの利用料金表（介護職員処遇改善加算は含まれていません。） 

保
険
給
付
内
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
金 

算定項目 
基本利用料金 利用者負担金割合 

（基本単位数） １割負担 ２割負担 ３割負担 

事業費単価 週１ 

（週１回程度の利用） 

月１２，２５３円 
１，２２６円 ２，４５１円 ３，６７６円 

（１，１７６単位） 

事業費単価 週２ 

（週２回程度の利用） 

月２４，４７６円 
２，４４８円 ４，８９６円 ７，３４３円 

（２，３４９単位） 

事業費単価 週３ 

（週３回程度の利用） 

月３８，８３５円 
３，８８４円 ７，７６７円 

１１，６５１

円 （３，７２７単位） 

加

算 

初回加算 
２，０８４円 

２０９円 ４１７円 ６２６円 
（２００単位） 

生活機能向上連

携加算（Ⅰ） 

１，０４２円 
１０５円 ２０９円 ３１３円 

（１００単位） 

生活機能向上連

携加算（Ⅱ） 

２，０８４円 
２０９円 ４１７円 ６２６円 

（２００単位） 

介護職員 

処遇改善加算

（Ⅳ） 

上記の該当する金額

の合計の１４.５％

に相当する額 

左記の 1割 左記の２割 左記の３割 

※上記の金額は目安を表示したものです。総単位数の合計金額については、小数点以下の端数処理を行

うため、差異が生じる場合があります。 

※訪問介護相当サービスの初回加算 については、以下の場合が対象になります。  

①はじめて訪問介護事業所を利用する場合 

②介護保険サービスを利用していた要介護者が変更申請（チェックリスト）で認定を受け、要介護度

状態区分が要支援１・２又は訪問介護相当サービスの事業対象者となった場合 
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③訪問型サービス A を利用していた事業対象者が変更申請で認定を受け、訪問介護相当サービスの

事業対象者となった場合 

④過去２か月に当該訪問介護事業所から訪問介護相当サービスを利用していなかった場合で、再度 

利用を開始する場合 

※「個別サービス計画」を作成し、初回の属する月に、「サービス提供責任者（訪問事業責任）が自

らサービス提供」したか、「サービス提供責任者（訪問事業責任）が他のスタッフのサービス提供

に同行すること」が初回加算の算定要件となります。 

初回加算：２００単位／月 

※生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所、指

定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画

を作成し、サービス提供した場合に加算します。 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）：１００単位／月   

※生活機能向上訓練加算（Ⅱ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーショ

ン事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション等の一環として利用

者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、共同して利用者の心身の状況等

を評価した上で生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成し、連携してサービス提供した場合

に加算します。 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）：２００単位／月   

※介護職員処遇改善加算（Ⅳ）として、毎月算定した総単位数の１４．５％を乗じた単位を加算しま

す。 

※月ごとの定額制となっているため、利用者の諸事情による利用中止や月の途中から利用を開始した

り月の途中で終了した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算

は行いません。（日割り計算となった場合は、サービス提供単位数に基づいて計算します。） 

①月途中に介護保険者証に記載してある要介護状態区分に変更があった場合 

②月途中にサービス提供事業所を変更した場合 

③その他、市が定める対象事由に該当する場合 
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（５－２）訪問型サービスＡの利用料金表 

保
険
給
付
内
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
金 

算定項目 
基本利用料金 利用者負担金割合 

（基本単位数） １割負担 ２割負担 ３割負担 

事業費単価 週１ 

（週１回程度の利用） 

月９，３０５円 
９３１円 １，８６１円 ２，７９２円 

（８９３単位） 

事業費単価 週２ 

（週２回程度の利用） 

月１８，５９９円 
１，８６０円 ３，７２０円 ５，５８０円 

（１，７８５単位） 

事業費単価 週３ 

（週３回程度の利用） 

月２７，９１５円 
２，７９２円 ５，５８３円                                              ８，３７５円 

（２，６７９単位） 

※月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了し 

た場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。（日

割り計算となった場合は、それぞれの単位に基づいて計算します。） 

①月途中に事業対象者（訪問型サービスＡ）から事業対象者、要支援１・２（訪問介護相当サービ

ス）又は要介護度への変更があった場合 

②サービス事業所を変更した場合 

③その他、市が定める対象事由に該当する場合 

（６）利用者負担金のお支払方法 

上記（５－１）、（５－２）に記載のある利用者負担金は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、

サービス提供月の翌月２７日に利用者の指定金融機関口座から引き落としさせていただきます。 

 

９．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、サービス提供にあたっては、複数の

訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

（２）訪問介護員の交替 

 ①利用者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事

情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることがで

きます。ただし、利用者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

 ②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員が交替することがあります。訪問介護員が交替する場合は、利用

者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないように配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止 
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利用者は「４．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼す

ることはできません。 

 

②サービスの実施に関する指示 

サービスの実施に関する指示は事業者が行います。ただし、事業者はサービスの実施にあたって利

用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

③備品等の使用 

サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきま

す。また、訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話についても使用させていただきます。 

（４）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、利用者に対するサービスの提供にあたって次に該当する行為は行いません。 

①医療行為及び医療補助行為 

②利用者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

③各種支払いや年金等の管理、金銭の賃借など金銭に関する取扱い（銀行等での入出金 

含む） 

④利用者の家族等に対するサービスの提供 

⑤その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

１０．虐待の防止について  

 当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために下記の対策をします。 

（１） 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について、訪問介護職員に周知徹底を図る。 

（２） 事務所における虐待の防止のための指針を整備する。 

（３） 事務所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に（年１回以上）実施

する。 

（４） 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

１１．緊急時における対応方法 

  サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに関係機

関及び家族等へ連絡を行うなど、必要な措置を講じます。 
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１２．苦情相談窓口 

（１）当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

江南市役所 

ふくし部介護保険課 

所 在 地 江南市赤童子町大堀９０番地 

電話番号  ０５８７－５４－１１１１ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 

愛知県国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地 名古屋市東区泉１丁目６番５号 

電話番号  ０５２－９７１－４１６５ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日 

午前９時～午後５時 

愛知県社会福祉協議会運営

適正化委員会 

所 在 地 名古屋市東区白壁 1 丁目５０番地 

電話番号  ０５２－２１２－５５１５ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日 

午前９時～午後５時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所相談窓口 

電話番号 ０５８７-５９-８５４５ 

窓  口 サービス提供責任者（訪問事業責任者） 

受付時間 毎週月曜日～金曜日  

午前８時３０分～午後５時１５分 
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サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

年   月   日 
 

指定訪問介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 江南市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 

説明者職名             氏名                        印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービスの提供開始に同意し

ました。 

 

利用者  住所 

 

氏名                        印 

 

法定代理人  住所 

 

氏名                        印 

 

家族又は身元引受人、立会人  住所 

 

氏名                        印 

               

 続柄 

  

□代筆の場合 代筆者名               （関係           ）                     

理由 □認知症有 □手指動作困難 □高齢  □その他（         ） 

□押印しない場合 代替手段（                          ） 

 

 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 37号（平成 11年 3月 31日）第 8条の規定に基づき、利

用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 


